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１．審査体制について 

 『新庁舎提案審査委員会』（副市長、地方創生局長、政策推進部長、総務部長、街づく

り部長で構成）において、 

「① 提案資格審査」（基礎編）・「②提案内容審査」（提案編）を２段階で実施。 

 

２．審査手法について 

① 「提案資格審査」（基礎編）について 

 原則、書類審査とし、応募者が募集要項に示す要件を満たしているかどうかを審査 

 審査項目は以下のとおり 

① 新庁舎整備に係る基本理念および施設機能 

② 庁舎規模や駐車場規模等 

③ 官民連携事業構想 

④ 事業手法および概算費用  等 

基礎的な項目について審査。 

 最低基準点（６０点以上／１００点中）を満たした場合に、次の段階の審査「②提案内

容審査」（提案編）にすすむものとする。 

 

② 「提案内容審査」（提案編）について 

 原則、書類審査およびプレゼンテーション審査を行い、新庁舎にふさわしい提案をして

いるかどうか確認。 

 内容は以下のとおり 

① まちづくりとの整合性 

② 施設の機能性 

③ 事業の効率性 

④ 市としての有益性 等 

提案内容の確認を行い、戦略会議（市長）に意見具申を行う。 

 

（フロー図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大東市新庁舎提案に関する審査について 

 【戦略会議（市長）】へ意見具申 

最優秀提案者との協定締結（市長） 

選定対象外（60 点未満） 

 
評価点が最低評価点に満たない 

① 提案資格審査 

特別委員会の意見、専門委員等の意見 

② 提案内容審査 

基礎編

提案編


